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１　一般廃棄物処理事業の概要

(1) 市町村及び一部事務組合

ア

表１－１　行政区域人口等総括表

項　　　目 面　　積　（k㎡） 人　　口　（人） 世　　帯　　数　（世帯）

市　部　小　計

県　　合　　計
（注） １.（　）内は、構成比の百分率である。

２.人口及び世帯数は、神奈川県人口統計調査結果（国勢調査結果に基づく推計値）による。

なお、人口には逗子市における米軍住宅地の収集人口(3,000人)を含む。

イ

表１－２　一部事務組合事務内容総括表

事　　務　　内　　容

ご　　　　み し　　　　尿

その他

海老名市、座間市、

綾瀬市

南足柄市、中井町、

大井町、松田町、 ○ ○

山北町、開成町

中井町、大井町、

松田町

○
一般廃棄物処理

施設の設置

一般廃棄物処理事業を行う一部事務組合（地方自治法第284条第１項に基づく特別地方公共

団体）は、表１－２のとおりである。 なお、厚木愛甲環境施設組合については、「一般廃棄物処理施

設の設置」が事務内容となっており、一般廃棄物処理についての実績はない。

   令和６年10月１日現在の県内の市町村数は、19市13町１村の計33市町村である。行政区域内の

人口は約923万人であり、面積は約2,416.6k㎡である（表１－１）。令和５年度同期に比べ、人口は

約0.065％（6,018人）の減少となっている。全国に占める割合でみると、人口は約7.5％、面積は約

0.6％である。

1,810.3 (74.9) 8,944,460 (96.9) 4,274,481 (97.2)

郡　部　小　計 606.3 (25.1) 282,235 (3.1) 124,393 (2.8)

2,416.6 (100.0) 9,226,695 (100.0) 4,398,874 (100.0)

一部事務組合名 構成市町村名 備考

収集運搬
中間処理

収集運搬
中間処理

最終処分 最終処分

秦野市伊勢原市
環 境 衛 生 組 合

秦野市、伊勢原市 ○ ○

高 座 清 掃
○ ○ ○

施 設 組 合

足柄上衛生組合

湯河原町真鶴町
真鶴町、湯河原町 ○

衛 生 組 合

厚 木 愛 甲
環 境 施 設 組 合

厚木市、愛川町、
清川村

足 柄 東 部
○

清 掃 組 合

足 柄 西 部
山北町、開成町 ○

清 掃 組 合

－ 1 －



(2) 一般廃棄物処理事業経費

ア 概要
(ア)

図１－１　市町村一般会計総決算額に占める一般廃棄物処理事業経費割合分布図

県合計：3.0％

(イ)

 

図１－２　市町村と一部事務組合の経費の関係
（単位：億円）

一部事務組合の
総額

市町村の
組合分担金総額

（注）市町村及び一部事務組合の総額＝市町村の総額＋一部事務組合の総額－市町村の組合分担金の総額

令和６年度の県内全市町村の一般会計総決算額は、約4兆5,703億円である。このうち、一

般廃棄物処理事業経費総額（起債償還額を除く）は、約1,375億円であり、一般会計総決算額

の3％を占めている（pp.32-33参照）。市町村における一般会計総決算額に占める一般廃棄

物処理事業経費割合の分布を示すと図１－１のとおりとなる。

(200)

市町村及び一部事務組合の一般廃棄物処理事業経費総額（起債償還額を除く）は、約

1,535億円であり、その内訳は図１－２、１－３のとおりである（pp.32-33参照）。 経費の割合に

ついては、ごみ処理経費が96.1％を占めている。

なお、一般廃棄物処理事業経費総額を単純平均すると、県民１人当たり16,641円、１世帯

当たり34,904円である。

1,535

1,336 39 39

市町村の総額 (1,375)

市町村及び一部事務組合の総額

161

18

4

7

2
1

0 0
1

0

5
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15

20

２～４ ４～５ ５～６ ６～７ ７～８ ８～９ ９～１０ １０～

市町村数

％以上～％未満
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図１－３　一般廃棄物処理事業経費総括図

し尿処理経費

（参考）
令和５年度全国総額 2兆5,189億円

（単位：億円）

（ウ） 一般廃棄物処理事業経費総額の推移は、図１－４のとおりである。

図１－４　一般廃棄物処理事業経費総額経年変化図

総　額

153,538,365千円

5,924,106千円

合    計

25,189

22,912

(91.0％)

項　　　　目 経　　費

ご　　　み

2,278

(9.0％)
し　　　尿

ごみ処理経費

147,614,259千円

以下、全国の数値は、『日本の廃棄物処理
(令和５年度版)』（環境省環境再生・資源循
環局 廃棄物適正処理推進課）による。

(100.0％)96.1%

3.9%

1,257 1,291 1,297 1,372 1,366 
1,228 

1,451 1,373 1,417 1,476 

67 59 63 
71 77 

80 

59 
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62 
59 

21,771 
21,848 21,922 22,089 

23,194 23,705 23,602 23,698 

25,189 

1,324 1,349 1,360 
1,443 1,443 
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1,510 
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(県)億円

－ 3 －



イ 　歳出
　　建設・改良費、処理及び維持管理費、その他経費の経費別の内訳は、表１－３のとおりである。

表１－３　一般廃棄物処理事業経費区分別内訳表
（単位：千円）

（ア）

図１－５　建設・改良費支出内訳総括図 （参考） 
(し尿)建設・改良費 令和５年度全国　総額 億円

調査費 （単位：億円）

その他 収集運搬施設

最終処分場

中間処理施設

図１－６　建設・改良費経年変化図

364

5,491,198

そ の 他
3,783,637

　 建設・改良費の支出内訳は、図１－５のとおりである。（pp.34-37参照）

( 0.2 %)

10

147,614,259
し 尿
ご み

4,040,031
256,394

153,538,365計 121,831,129

27,490,691
処 理 及 び 維 持管 理費

116,339,931
5,924,106

322

14330
収 集 運 搬 施 設

3,628

27,667,205
176,514

建 設 ・ 改 良 費合 計

3

また、最近における建設・改良費の年度別推移は、図１－６のとおりである。ごみとし尿を合計

した総額でみると、令和６年度は令和５年度に比べ11.4％減少している。

4,766

中 間 処 理 施 設

し　尿ご　み項　  目

( 0.3 %)

( 6.7 %)(0.4%)

小　  計
( 7.6 %)

(100.0%)

調 査 費
( 0.1 %)

103

( 2.2 %)
そ の 他

4,766

( 92.4 %)

723,752千円

( 2.6 %)

15

( 0.3 %)

合　  計

4,402

43

( 92.3 %)

25,550,538千円

( 0.9 %)

299
最 終 処 分 場

27,667,205千円

建設・改良費 ( 6.3 %)

( 76.1 %)

176,514千円 ( 0.6 %)

( 6.9 %)

102,205千円56,354千円

1,057,842千円

( 3.8 %)

( 0.2 %)

178

217

274

217

154

179

389

269

308

275

6 0 4 12 18 21 
1 2 4 2 

0

100

200

300

400

500

27 28 29 30 元 ２ ３ ４ ５ ６

億円

年度

ごみ

し尿

(100.0%)

し尿

ごみ
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（イ）

　 また、最近における処理及び維持管理費の年度別推移は、図１－10のとおりである。

図１－７　処理及び維持管理費支出内訳総括図

(し尿)中間処理費

（し尿）調査研究費

委託費

中間処理費

最終処分費

図１－８ ごみの処理及び維持管理経費 図１－９ し尿の処理及び維持管理経費

形態別支出内訳図 形態別支出内訳図

その他

収集・運搬費 収集・運搬費

最終処分費

中間処理費

（注） 図1-８及び図1-９の収集運搬費、中間処理費及び最終処分費には、人件費を含む。

546,161 千円 (0.4%)

処理及び維持管理費の支出内訳は、図１－７のとおりである。ごみとし尿を合計すると、最も割合が

大きいのは委託費で46.5％を占めている。ごみとし尿の処理及び維持管理費を処理の形態別に分

離すると、図１－８、１－９のとおりである（pp.34-39参照）。収集・運搬費の割合が大きく、ごみでは

48.6％、し尿では53.9％を占めている。

処理及び維持管理費全体については、ごみはここ数年横ばい傾向、し尿は引き続き減少傾向にあ

る。

(1.7%)

(0.0%)

(29.6%)

2,103,201 千円

(3.1%)

3,826,374 千円

人件費
36,004,269 千円

180,429 千円

2,253,780 千円

(9.0%)

その他

6,307,516 千円

14,360,624 千円

327,410千円

(0.2%)

調査研究費 198,038 千円

(し尿)車両等購入費

(0.1%)

(し尿)収集・運搬費 282,505 千円

(し尿)最終処分費

(42.1%)
48,926,801千円

122,151 千円

54,531,430 千円

10,526,219千円

車輌等購入費 1,111,680 千円

(し尿）委託費

(48.6%)

(0.1%)

(5.2%)

(44.8%)

(0.2%)

(0.9%)

（し尿）人件費

13,957千円 (0.3%)

56,559,501千円

2,971 千円

収集・運搬費

(11.8%)

(0.3%)

(1.8%)

2,355,663千円
(42.9%)

2,961,610千円
(53.9%)

処理及び
維持管理費

5,491,198 千円116,339,931 千円

処理及び
維持管理費

中間処理費

最終処分費

159,968千円
(2.9%)

し尿

ごみ

(100.0%)

(100.0%)(100.0%)

121,831,129 千円

処理及び
維持管理費

－ 5 －



図１－１０　ごみ及びし尿の処理及び維持管理費経年変化図

ウ 　 単位当たり処理及び維持管理費

　 また、単位当たり処理経費の市町村数別は、図１－12、１－13のとおりである。

図１－１１　ごみ１ｔ当たり及びし尿１ｋｌ当たりの処理及び維持管理費経年変化図
排

令和６年度における単位当たり処理及び維持管理費は、ごみ1t当たり49,738円、し尿1kl当た

り18,126円であった。単位当たりの処理及び維持管理費は、令和５年度と比べ、ごみは5,466円

(12.3％)、し尿は273円(1.5％)、それぞれ増加した　（図１－11、pp.38-39参照）　。
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図１－１２　ごみの１ｔ当たり処理及び維持管理費分布図

県合計：49,738円／ｔ

排

図１－１３　し尿の1kl当たり処理及び維持管理費分布図

県合計：18,126円／kl
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(3) 一般廃棄物処理事業従事職員

 最も多いのは、収集・運搬に従事する職員で、ごみとし尿を合わせて全体の約56％を占めている
（pp.40-41参照）。

図１－14　一般廃棄物処理事業従事職員内訳総括図

(し尿)技術系

(し尿)事務系 事務系

最終処分

一般職

その他

技術系

中間処理

技能職

(し尿)技能職

収集・運搬

(し尿)一般職

(10.0％)

95 人 (2.0％)

3,040 人 (63.3％)

166 人 (3.5％)

2,530 人

(1.5％)

総数

4,804 人

(52.7％)

460 人 (9.6％)

1,022 人

(0.6％)

1,503 人

19 人 (0.4％) (31.3％)

481 人

24 人 (0.5％)

(21.3％)

31 人

71 人

令和６年度末現在において、市町村及び一部事務組合で一般廃棄物処理事業に従事している
職 員 の 総 数 は 、 4,804 人 で あ り 、 令 和 ５ 年 度 に 比 べ 1.6 ％ 減 少 し て い る 。 職 員 数 の う ち 、

143 人 (3.0％) （し尿）中間処理 23 人 (0.5％)(し尿）収集・運搬

し尿関係
ごみ関係

(100.0%)

－ 8 －



２　ごみ処理の概要

(1) ごみの収集内容

ア 収集主体別収集内容

(ア)

（注）用語の定義

・「地方公共団体直営収集量」：地方公共団体が自ら収集したごみの量

・「委託業者収集量」：地方公共団体が業者に委託して収集したごみの量

・「許可業者収集量」：市町村長の許可を受けた業者が収集したごみの量

・「計画収集量」：「地方公共団体直営収集量」＋「委託業者収集量」＋「許可業者収集量」

・「直接搬入量」：事業者が自ら処理施設に搬入した事業系一般廃棄物及び家庭から一時に多量に

排出され、住民が自ら処理施設に搬入したごみの量

・「計画収集総量」：「計画収集量」＋「直接搬入量」

・「集団回収量」：自治会等の団体が市町村による用具の貸出し、補助金の交付などを受けて回収し

た資源ごみの量

・「総排出量」：「計画収集総量」＋「集団回収量」

表２－１　ごみの収集主体別内訳総括表

（単位：ｔ）

R

６

R

５

　Ｒ６年度及びＲ５年度の（　）内は、総排出量に対する百分率である。

　 ごみの総排出量は約254万ｔであり、令和５年度に比べ約6万ｔ減少した。収集主体別に
みた内訳は､表２－１､図２－１のとおりである。

(92.1)

2,535,466

許可業者

(7.9)

(△ 4.4)(2.5)

(21.1) (7.7)(4.6)

(△ 2.3) (△ 2.2)

205,489113,480545,393

(100.0)

(4.4)

直　接
搬入量

534,462

(△ 2.0)

△ 10,931

計　画
収集量

2,861

116,341

（注）

前
年
比 (△ 2.4)

地方公共
団体直営

705,205

(100.0)

(△ 4.7)

(39.7)

2,390,613

△ 51,547 △ 47,981

(92.3)

983,058

(38.8)

700,7012,277,133

(27.8)

(0.6)

年
度 集　団

回収量
計画収集
総　　量

総排出量

委託業者

(27.0) (21.0)

4,504 △ 9,089△ 60,636

2,596,102

△ 54,408

196,400

1,031,039

(87.7)

2,222,725

(87.7)

2,339,066

総排出量

計画収集総量

集団回収量

計画収集量

直接搬入量

許可業者収集量

地方公共団体直営収集量

委託業者収集量
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図２－１　ごみ収集主体別内訳総括図

(87.7%)

(イ) 　総排出量の年度別推移は、図２－２のとおりであり、平成12年度をピークとして、

以後減少傾向が続いている。（pp.146-149参照）

図２－２　総排出量等経年変化図

５ 年度

総排出量

　（　）内は、構成比の百分率である。

(4.6％)116,341 t

534,462t

許可業者

705,205t

直接搬入
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(4.5)

(8.1)

(4.3)

(7.9)
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イ  　ごみの１人１日当たり排出量

（p.52参照）  また、その推移は図２－４のとおりである。

図２－３　ごみの１人１日当たりの排出量分布図

総排出量÷人口÷年間日数

令和５年度　768g／人・日

令和６年度　753g／人・日

令和５年度

令和６年度

図２－４　ごみの１人１日当たり排出量経年変化図

　最多は箱根町の3,416g、最少は座間市の651gとなっており、28市町村が900g未満である。

　総排出量におけるごみの県民１人１日当たりの排出量は753gであり、令和５年度に比べ

15g(2.0％)減少している。市町村数別にみると、図２－３のとおりである。
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ウ 　 収集形態・品目別収集内訳
(ア) 収集形態別収集内訳

図２－５　ごみの収集形態別収集内訳総括図 不燃ごみ

粗大ごみ

  その他のごみ

  直接搬入ごみ

資源ごみ

混合ごみ

可燃ごみ

(イ) 資源ごみの収集品目別内訳

 最も多く、次いで紙類が22.2％（約８万２千t）、びん・ガラス類が14.6％（約５万４千t）、缶等の金属
 類が9.4％（約３万５千t）となっている（pp.46-47参照）。

図２－６　資源ごみの収集品目別内訳総括図

布類

その他

　 プラスチック類

ペットボトル

缶等の金属類

びん・ガラス類 紙類

21,555 t

116,341 t (5.0％)

406,831 t

(3.1％)

(9.4％)

82,467 t

(30.7％)

54,239 t

(17.4％)

371,075 t

計画収集総量

(9.6％)

(10.4％)

34,787 t

(15.9％)

(1.7％)

371,075 t

113,883 t

(22.2％)

ごみの計画収集総量約234万ｔの内訳を収集形態別にみると、図２－５のとおりである。

40,177 t

(0.0％)

(59.1％)

(14.6％)

(0.9％)

631 t

2,339,066 t

1,382,456 t

11,375 t

りである。資源ごみの収集量に占める割合は、プラスチック類が30.7％（約11万４千t）と

可燃ごみの占める割合が59.1％と最も高く、次いで混合ごみの17.4％となっている(pp.44-45参照)。

38,585 t

市町村による資源ごみの収集量約37万１千tの内訳を収集品目別にみると、図２－６のとお

35,739 t

資源ごみ収集量

(100.0%)

(100.0%)
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(2) ごみの処理・処分内訳
ア

図２－７　ごみの処理・処分内訳総括図

焼却残渣を除く埋立量

水分の蒸発等による減量化量

資源化量

焼却量

図２－８　ごみの処理のフローチャート
（単位：t）

9,300 t

(0.3%)

直 接 搬 入 量

1,874,583

5,947 t

2,535,466

総 排 出 量 2,650

2,339,066

計画収集総量

 83.4％と高い率を占めている（pp.48-49参照）。

(83.4％)

1,949,666 t

ごみの計画収集総量約234万ｔの処理・処分内容は、図２－７、２－８のとおりである。焼却が

(0.4%)

(16.0％)

374,153 t

0

2,339,066t

2,222,725

197,075

46,343

計画収集総量

374,153

5,947

集 団 回 収 量

3,297

焼却残渣埋立量

全 埋 立 量

焼却残渣資源化量破砕・圧縮等

116,341

焼 却 残 渣 を

除 く 埋 立 量

87,612

75,083

1,949,666

焼却及び焼却残渣
資 源 化 に よ る
減 量 化 量

計 画 収 集 量

9,300

196,400 191,128

374,221

1,712,195

286,541
資 源 化 量

焼 却 量

自 家 処 理 量

水 分 の 蒸 発 等

による減量化量

(100.0%)
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イ

図２－９　ごみの処理・処分内訳経年変化図

焼却量 資源化量 埋立量・その他

　（　）内は、構成比の百分率である。

 である。資源化量の割合は横ばいもしくは増加傾向にあり、埋立量・その他については
量、割合とも減少傾向にある。

（注）

計画収集総量が減少傾向にあるので、焼却量は減少傾向にあるが、割合は横ばい

ごみの計画収集総量の処理・処分内訳の推移は、図２－９のとおりである。        .
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(3) 焼却処理・埋立処分内訳

ア

また、焼却残渣のうち約4万6千ｔが資源化されている（pp.54-57参照）。

図２－１０　ごみの焼却処理総括図

（単位：ｔ）

（焼却残渣の処分）

　 ※ 焼却残渣は資源化する際に減量するので、
埋立量と資源化量の合計は一致しない。

イ 全埋立量は約19万7千tであり、内訳は直接又は破砕・圧縮後の埋立（焼却残渣を除く）約6千

t及び焼却残渣の埋立約19万1千ｔとなっており、その状況は図２－11のとおりである。

埋立された量は、全埋立量の7.8％を占めている。なお、焼却・資源化による減量化効果は、

図２－12のとおりであり、計画収集総量に対する全埋立量の割合は8.4％となっている。

図２－11　ごみの埋立処理総括図

（単位：ｔ）

（埋立の主体）

※

※

※

※　全埋立量に対する割合

13,647 業 者

197,075 15,276 (7.8％)

17
5,6

31

焼 却 残 渣 埋 立 量 一 部 事 務 組 合

191,128 1,850
1,629

1,931 (1.0％)

焼 却 量 焼却残渣量

埋立量（焼却残渣を除く） 4,237 市 町 村

5,947
81

179,868 (91.3％)

48,460

業 者

8,570

全埋立量は、令和５年度に比べ約７千t(3.6％) の減少となっている。また、業者に委託して

県外市町村施設
における焼却量

1,603

ごみの焼却処理状況は、図２－１０のとおりである。焼却量は約195万ｔで、令和５年度に比べ約5万ｔ

（2.3％）減少した。焼却残渣量は約25万tで、焼却量に対する残渣の割合は12.7％と なっている。

自区内ごみ焼却

1,892,636

市 町 村

1,949,666 委 託 248,146 焼 却 残 渣
資 源 化 量57,030

他 市 町 村 46,343

焼 却 残 渣
埋 立 量一部事務組合

143,818 1,939,493 191,128

1,748,818 市町村・組合施設
における焼却量

全 埋 立 量
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図２－12　ごみの焼却・資源化による減量化状況総括図

（単位：ｔ）

計画収集総量

減量化量

中間処理量

（焼却、破砕・圧縮等）

直接埋立 直接埋立量

直接資源化量

　（　）内は、計画収集総量に対する構成比の百分率である。

(4) 資源化・再利用状況

ア  　市町村による資源化・再利用

市町村による廃棄物の資源化には、市町村のごみ収集ルートにより集められたごみ（収集ごみ）

 の中から資源物を選別したり資源化処理するものと、焼却残渣から資源化物を回収するものがある。

令和６年度は全市町村で収集ごみからの有価物回収が実施されている。また焼却残渣の資源化

 は、18市10町で実施されている。

 化量と売り上げ額は、表２－２のとおりである。

また、項目としては、プラスチック類の資源化量が多い（pp.58-63参照）。

表２－２　収集ごみからの有価物回収状況総括表

（注） １.（　）は、資源化量に対する構成比の百分率である。　四捨五入しているため、構成比の内訳と合計は必ずしも一

２.資源化量には、無償譲渡したものが含まれている。

３.売上額には、市町村・一部事務組合からの資源化業者に対する委託料を含まない。

４.金属類は、鉄くず・非鉄金属（焼却残渣からの資源化量を含む。）の合計、

ガラス類は、生きびん、カレットの合計である。

89,350 7,421,648
売 り 上 げ 額

（千円）
4,407,520 4,212 1,961,792 23 660,405 298,346

市
町
村
資
源
化
量

計(ｔ.％)
106,499 83,162 11,467 92,460 420,496

(11.9) (10.5) (7.7) (25.3) (19.8)

50,130 44,297 32,481

(2.7) (22.0) (100.0)

46,343

(7.5) (92.5) (100.0)

焼却残渣か
らの資源化
量(ｔ.％)

3,492 - - - - - 42,851

収集ごみか
らの資源化
量(ｔ.％)

83,162 11,467 49,609 374,153

(12.5) (11.8) (8.7) (28.5) (22.2) (3.1)

46,638 44,297 32,481 106,499

(13.3) (100.0)

市町村による資源化量は約42万tで、売り上げ総額は約74億円となっており、品目別の資源

項　　　目 金属類 ガラス類
ペット
ボトル

プラス
チック

紙類 布類 その他 計

直接資源化 (8.4)
87,612 (3.7) 87,612 (3.7)

全埋立量

2,650 (0.1) 2,650 (0.1) 197,075

焼却残渣埋立量 191,128 (8.2)

中間処理後埋立量 3,297 (0.1)

焼却残渣資源化量 46,343 (2.0) 420,496

2,248,804 (96.2) 中間処理後資源化量 286,541 (12.3) (18.0)

2,339,066 (100.0)
計画収集
総量からの
全資源化量1,721,495 (73.6)

【 処 理 前 】 【 処 理 後 】

（注）

－ 16 －



イ 　 集団回収

また、令和６年度においては、11市７町でこの活動を推進するため、団体や資源回収業者に対し

 約19億円の助成が行われている（pp.58-59参照）。

なお、集団回収状況の推移は、図２－13のとおりである。

図２－13　集団回収量経年変化図

（注）H26年度から、平塚市の三者協調方式による集団回収量は全量資源ごみに計上することとした。

ウ  　不用品登録交換制度

 れており、3,244件の交換が成立している（p.59参照）。

まだ使えるものを交換して、廃棄物の有効利用を図る不用品登録交換制度は、７市５町で実施さ

令和６年度は、参加7,758団体が約20万tの有価物を回収している。
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（参考）排出者別の一般廃棄物排出量

　「神奈川県循環型社会づくり計画」では、廃棄物の３Ｒ（発生抑制、再使用、再生利用）を
促進するため、県民や事業者一人ひとりの取組強化が不可欠なことから、廃棄物を家庭から排出
される「生活系ごみ」と「事業活動による廃棄物」に分けて、目標値を設定している。

(注)循環型社会づくり計画における分類

用語の定義

… 生活する過程で発生する廃棄物で、調理くずなどの生ごみ、
家具などの粗大ごみ、空きびん、空き缶などの容器包装廃棄物や
新聞、雑誌など。

… 事業活動により排出された廃棄物のこと。循環型社会づくり計画に
おいては、事業系一般廃棄物と産業廃棄物を合わせたものと
定義している。

… 事業活動から排出される廃棄物のうち、オフィスなど事務所からの
紙くずや飲食店からの生ごみ等の一般廃棄物のこと。

… 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油等
法律に定められた合計20種類の廃棄物のこと。

　令和６年度の一般廃棄物（ごみ）の総排出量約254万tのうち、生活系ごみは約192万tであり、
事業系一般廃棄物は約62万tである(p.65参照)。
　また、生活系ごみの県民１人１日当たりの排出量は570gである。

ごみの排出者別内訳総括図 事業系　直接搬入量

事業系一般廃棄物

事業系　計画収集量

集団回収量

生活系　直接搬入量

(7.7％)196,400 t

事業活動による廃棄物

一般廃棄物

事業系一般廃棄物

(3.2％)81,095 t

産業廃棄物

1,688,551 t35,246 t (1.4％)

生活系ごみ （計画収集量＋直接搬入量＋集団回収量）

2,535,466 t

1,920,197 t

事業系一般廃棄物

産業廃棄物

事業活動による廃棄物

廃棄物

生活系ごみ

(21.1％)534,174 t

(24.3％)615,269 t

生
活
系
ご

み

生
活
系

計
画

収
集

量

総排出量

(100.0%)

(66.6％)

(75.7％)
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３　し尿及び浄化槽汚泥処理の概要

(1) し尿及び浄化槽汚泥の処理体制

ア  　計画処理区域内人口内訳

(ア)

表３－１　し尿の計画処理区域内人口内訳総括表
(単位：人)

(注)　計画収集人口とは、生し尿のくみ取り人口をいう。

（イ）

図３－１　し尿の計画処理区域内人口内訳経年変化図

公共下水道人口 計画収集人口 自家処理人口

（注） （　）内は、構成比の百分率である。

令和６年10月１日現在における し尿の計画処理区域内人口約923万人の内訳は、表３－１のと

おりであり、水洗化人口が99.8％（約920万人）、非水洗化人口が0.2％（約2万人）となっている

（pp.70-71参照）。

最近におけるし尿の計画処理区域内人口内訳の推移は、図３－１のとおりである。公共下水道

人口の増加に伴い浄化槽人口及び計画収集人口の減少傾向が続いている。

(0.0 %)自家処理人口 7 (0.0 %) 40,162

浄化槽人口(コミニュティープラント人口含む)

(78.0 %)
(18.2 %)

163,098 (0.1 %)
(3.7 %)4,569,611(0.2 %)21,992

項目

(100.0 %)
神奈川県

人口(構成比)

125,068,896計画処理区域内人口 9,226,695

(参考)　令和５年度全国値
(100.0 %)

97,540,785
22,755,240浄化槽人口

(96.3 %)
(3.4 %)

8,886,596
318,100

公共下水道人口

(0.0 %)コミュニティープラント人口 0
計画収集人口

870 874 863 879 882 887 888 889 888 889 

39 38 34 37 36 35 34 33 33 32 
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

913 915 900 918 920 924 924 924 923 923 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

27 28 29 30 元 ２ ３ ４ ５ ６年度

9,754 

2,292 

457 

412,507

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

全国５年度

（県）万人

(3.9 )

(96.0)

(0.2 )

(3.7 )

(96.1)

(0.2 )

(3.4 )

(4.1 )

(96.2)

(4.3 )

(95.4)

(0.4 )

(95.5)

(0.0 )

(3.7 )

(18.3)

(0.3 ) (0.3 )

(3.7 )

(95.8)

(0.3 )

（全国）万人

(4.0 )

(95.7)

(0.3 )

(96.0)

(3.8 )

(0.3 )

(96.2)

(3.6 )

(0.2 )

(78.0 )

(0.2 )

(3.6 )

(96.3)

－ 19 －



(2) し尿及び浄化槽汚泥の収集内訳

図３－２　し尿収集内訳総括図 図３－３　浄化槽汚泥の収集内訳総括図

許可業者 地方公共団体直営

許可業者

委託業者 地方公共団体直営 委託業者

（注）　計画収集量＝し尿収集量＋浄化槽汚泥収集量＝ kl

(3) し尿及び浄化槽汚泥の処理・処分内訳

ア

図３－４　し尿処理のフローチャート

（単位：kl）

し尿の収集量は約3万5千klであり、令和５年度に比べ0.1％(約48kl）増加している。また、浄化槽汚泥

の収集量は、約26万8千klであり、令和５年度に比べ0.1％(約144kl)減少している。

　 し尿と浄化槽汚泥を合計した計画収集量は、約30万3千klであり、令和５年度と同水準であった。

　 なお、し尿及び浄化槽の汚泥の収集内訳は、図３－２、３－３のとおりとなっている（pp.72-73参照）。

161,061kl (60.0 %)

(45.0 %) 15,933kl (46.0 %)

302,945

20,366

(24.9 %)

(15.0 %)

下 水 道 投 入 量し 尿 処 理 量

浄化槽汚泥
収集量
268,281kl

66,859kl

40,361kl

　 し尿及び浄化槽汚泥の計画収集量約30万3千klの処理・処分内訳は、図３－４、３－５のとおりである

（pp.74-75参照）。

15,602kl

(9.0 %)3,129kl

し尿収集量

34,664kl

14,298 136,032 156,39834,664

132,249

し尿処理施設処理量

146,547

全 排 出 量

303,234

浄 化 槽 汚 泥 処 理量

268,281

自 家 処 理 量

289 0

埋 立 量

-

302,945
合 計

(100.0％) (100.0％)

－ 20 －
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図３－５　し尿処理施設資源化・残渣処理のフローチャート (単位：ｔ)

(単位：ｔ)

（単位：kl）

(単位：ｔ)

ウ

図３－６　し尿及び浄化槽汚泥の処理・処分内訳経年変化図

2

24

下水道投入 し尿処理施設 海洋投入

（注）１.（　）内は、構成比の百分率である。
　２.国合計値には自家処理量を含む。

　３.一般廃棄物の海洋投入は、平成14年度以降実績はなく、平成19年度以降は禁止されている。

農地還元等の再生利用
0

直接埋立
11

その他
0

　 最近におけるし尿及び浄化槽汚泥の計画収集量・処分内訳の年度別推移は、図３－６のとおりであ
る。

農地還元

その他

(0.1 )

(1.2 )

資源化量
1,409

146,547
し尿処理施設処理量

　 し尿処理施設での処理量約15万klの処理後の資源化、残渣発生量は、図３－５のとおりである（p.78参
照）。また、残渣約3千ｔのうち、約2千ｔが焼却処理されている。

残渣発生量
3,276

し尿処理施設内焼却
76

し尿処理施設内堆肥化・メタン化処理

1,034

ごみ焼却施設
2,155

164 

1,736 

1,925 

0

1,000

2,000

3,000

５年度

16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 

17 17 16 16 16 
15 15 15 15 15 

34 33 33 32 32 32 32 31 30 30 

0

50

100

27 28 29 30 元 ２ ３ ４ ５ ６年度

（県）

万kl

(49.6 )

(49.9 )

(48.7 )
(48.4 )

(51.6 )

(48.5 )

(51.0 ) (50.8 )

(49.1 )

(51.2 )

(48.8 )

(51.2 )

(48.8 )

(50.1 )

(49.4 ) (51.3 )

(90.2 )

(8.5 )

(48.3 )

(51.2 ) (51.6 )

(48.3 )

（全国）

万kl

計画収集量
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４　一般廃棄物処理施設の概要

(1) ごみ焼却施設

ア

イ

（令和６年度末現在）

（注）　１.（　）内は、公称能力（ｔ／日）である。

固定バッチ 固定火格子により間欠焼却を行う方式（原則８時間稼働）

機械化バッチ … 固定バッチの一部を機械化し間欠焼却を行う方式（原則８時間稼働）

准連続 連続焼却を行う方式（原則16時間稼働）

全連続 連続焼却を行う方式（原則24時間稼働）

ストーカー 階段状の火格子で乾燥・焼却・後燃焼を行う方式

流動床 加熱された砂を流動媒体として焼却を行う方式

令和６年度においては、13市２町５一部事務組合に29のごみ焼却施設が設置されており、その処理

能力の合計は12,006ｔ／日であった。

(12,846.0) 

6

32

33

(434) 

(12,396.0) 

(434) 

(12,756.0) 

(40) 

(0) 

26

25

(12,362.0) 

25

6

6

23 (11,572.0) 

(11,922.0) 

(434) (12,114.0) 

(50) (434) 

准　連　続

(50) 

6

276 (434) 

全　連　続

6

24

(12,598.0) 33

(12,836.0) 

32

(12,282.0) 

6

6

29

(40) 

(434) 

(40) 

(11,922.0) 

6

31

(434) 

(434) 

6

合　　　計

35

25

(12,117.0) 25 33

(12,372.0) 

(13,276.0) 

(12,601.0) 

(12,792.0) 

(12,356.0) 24

(11,682.0) 

30

31

24 (12,156.0) 

(12,006.0) 

バッチ

………
連　続

0

………

(434) 

(434) 

(40) 

機械化バッチ

2

(50) 

(40) 

５

1

0

1

30

……

元

2

(0) 

２

2

1

    ２.

表４－１　ごみ焼却処理施設の整備状況内訳の経年変化総括表

………

1

1

４

29

３

27

 　焼却施設整備状況の年度別推移は、表４－１のとおりである。

……

年　度

28

６

－ 22 －
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 表４－３のとおりである（pp.82-87参照）。

表４－２　ごみ焼却処理施設稼働状況総括表

機＝機械化バッチ、准＝准連続、全＝全連続、流＝流動床、稼＝稼働実績あり、休＝休止
網掛け欄は、休止中の施設である。

180

（注）

横 浜 市

200

名越クリーンセンター鎌 倉 市

清 掃 工 場

150

石 名 坂 環 境 事 業 所 130

平 塚 市

南 足 柄 市

全 稼

北 部 環 境 事 業 所

環 境 事 業 セ ン タ ー

茅 ヶ 崎 市 360

准

稼環 境 事 業 セ ン タ ー

全 稼

箱 根 町

美 化 プ ラ ン ト

方式

全
（流）

1,200

厚 木 市 327

逗 子 市
清 掃 セ ン タ ー
じ ん 芥 処 理 場

140

一 部 事 務

1,200

環 境 セ ン タ ー

のとおりである。稼働実績のある27施設で焼却された量は約193万ｔであり、施設としての処理率は

稼

市 町 村 ・

全

稼働
状況

組 合 名

施 設 名

令和６年度に稼働実績のあるごみ焼却処理施設は27施設であり、その概要は表４－２

方式
公称能力
（ｔ／日）

稼働
状況

稼

245 全

稼

准
（流）

清 掃 工 場

56

73

135
環 境 セ ン タ ー
清 掃 第 １ プ ラ ン ト

准
（流）

稼

稼

足柄西部環境センター 50 稼
准

（流）

600

315

525

公称能力
（ｔ／日）

南 清 掃 工 場

全

橘 処 理 セ ン タ ー *

休

全

全
（流）

稼

稼

稼

稼

稼

稼

全

浮 島 処 理 セ ン タ ー

保 土 ヶ 谷 工 場

一 部 事 務 施 設 名

全

高座クリーンセンターじ
ん 芥 処 理 施 設

540

900

稼

稼旭 工 場

金 沢 工 場

450

全

全

1,200

王禅寺処理 セン ター

1,200

都 筑 工 場

市 町 村 ・

稼

鶴 見 工 場

組 合 名

全

全

全

全

稼全

稼

足 柄 西 部
清 掃 組 合

大 井 美 化 セ ン タ ー

稼

全

稼
全

（流）

300

清 掃 工 場 150

稼

全

足 柄 東 部
清 掃 組 合

高座清掃
施設組合

湯 河 原 町
真 鶴 町
衛 生 組 合

稼

准
（流）

70 准

50

湯 河 原 美 化 セ ン タ ー

大 和 市 環 境 管 理 セ ン タ ー 450 全 稼

北 清 掃 工 場 450 全 稼

休川 崎 市

相 模 原 市

横 須 賀 市

藤 沢 市

小 田 原 市

はだのクリーンセンター

360横須賀ごみ処理施設

愛 川 町

秦 野 市
伊 勢 原 市
環 境 衛 生
組 合

全 稼

合計

29施設 12,006 － －

うち稼働施設 10,750 27施設

－ 23 －



表４－３　ごみ焼却処理施設の処理率総括表

　0.0～ 　0.2～ 　0.4～ 　0.6～ 　0.8～

　0.2未満 　0.4未満 　0.6未満 　0.8未満

(注)１.処理率＝総処理量÷(施設公称能力×施設全体稼働日数)
２.本表は、休止中の施設を除く施設全体としての処理率である。

エ 余熱利用
ごみ焼却処理施設における発電は、18施設で実施されている。

　の計18施設ついては、電力会社に売電を行っている（p.64参照）。

(2) 粗大ごみ処理施設

ア

 　令和６年度末現在における粗大ごみ処理施設の整備状況は、表４－４のとおりである。

表４－４　粗大ごみ処理施設処理方式別総括表

（注） 破砕 木材、家具類の可燃性粗大ごみを破砕する方式
圧縮 家電製品等の不燃性粗大ごみを圧縮する方式
併用 可燃性及び不燃性の粗大ごみを併せて破砕（粉砕）する方式

准 連 続

方 式

-機 械 化 バ ッ チ

合 計 12

……

公 称 能 力 （ ｔ ／ 日 ）

-

22

合        計圧        縮

3

5

　 令和６年度末現在において、13市２町５一部事務組合が31の粗大ごみ処理施設を設置している。

-

項                        目

10

2

-

28

2

0

5-

2

……

1

6

14

　藤沢市（２施設）、茅ヶ崎市、厚木市、大和市、秦野市伊勢原市環境衛生組合、高座清掃施設組合

-

5

11

全 連 続

破        砕

-

その内、28施設で稼動実績があり、その処理能力は1,265ｔ／日である（pp.88-90参照）。

112

7

　　なお、発電利用施設のうち、横浜市（４施設）、川崎市（３施設）、相模原市（２施設）、横須賀市、平塚市、

施          設          数

……

730

- 2

合計

-

1,265

併        用

423

27

－ 24 －
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  とおりである。

表４－５　粗大ごみ処理施設稼働状況総括表

（注） 破＝破砕、圧＝圧縮、併＝併用、稼＝稼働、休＝休止
網掛けは、休止中の施設である。

稼

併

横 須 賀 市

環 境 セ ン タ ー

旭 工 場

破

王禅寺処理 セン ター
粗 大 ご み 処 理 施 設

破

横 浜 市

名越クリーンセンター

破

85

併

一 部 事 務

都 筑 工 場

250

38

稼

相 模 原 市

稼

北 清 掃 工 場
粗 大 ご み 処 理 施 設

稼

55

保 土 ヶ 谷 工 場

破

令和６年度に稼働実績のある粗大ごみ処理施設は、28施設であり、その概要は表４－５の

50

30

圧

稼

稼

一 部 事 務

破

組 合 名

稼

稼働
状況

方式

厚 木 市

休

公称能力
（ｔ／日）

破

市 町 村 ・

逗 子 市

小 田 原 市

茅 ヶ 崎 市 50粗 大 ご み 処 理 施 設

リ サ イ ク ル セ ン タ ー
（不燃性粗大ごみ処理施設）

71

川 崎 市

30 併

破

破 稼

稼

稼

稼

38

40

藤 沢 市

清 掃 セ ン タ ー
粗 大 ご み 処 理 施 設

30

1

30

環 境 管 理 セ ン タ ー

方式

併

稼

破

圧

浮 島 処 理 セ ン タ ー
粗 大 ご み 処 理 施 設

施 設 名

市 町 村 ・

リ サ イ ク ル プ ラ ザ 藤 沢 併

公称能力
（ｔ／日）

38

稼

稼働
状況

施 設 名

鶴見資源化 セン ター

50

組 合 名

大 和 市

破15

伊 勢 原 清 掃 工 場
併 用 施 設

美 化 プ ラ ン ト

清 掃 工 場

破

休

15

80

廃 プ ラ ス チ ッ ク
破 砕 施 設 （ 新 ）

稼

10 稼

併

伊 勢 原 清 掃 工 場
圧 縮 施 設

稼

12

稼

破

稼

伊 勢 原 清 掃 工 場
破 砕 施 設 １

破
高座清掃
施設組合

休

30

環 境 セ ン タ ー
粗 大 ご み 処 理 施 設

併

14

鎌 倉 市

平 塚 市

圧

横須賀ごみ処理施設

今泉クリーンセンター 50

破

粗大ごみ破砕処理場

50

破

高 座 ク リ ー ン セ ン タ ー
マテリアルリサイクル施設

稼

稼

破

名越クリーンセンター

50

今泉クリーンセンター 50

愛 川 町

箱 根 町

秦 野 市
伊勢原市
環境衛生
組 合

南足柄市

併 稼

破 稼
足柄西部環境センター

（切断式破砕設備）

稼

環 境 セ ン タ ー
粗 大 ご み 処 理 施 設

併 稼

稼

稼

足 柄 東 部
清 掃 組 合

中 井 美 化 セ ン タ ー 20 併 稼

24

足柄西部
清掃組合

足柄西部環境センター 8 併 稼

5

湯 河 原 町
真 鶴 町
衛 生 組 合

うち稼働施設 1,265 28施設

合計

31施設 1,319 － －

－ 25 －



(3) ごみの最終処分場
ア

 　なお、ごみの最終処分場の整備状況の推移は、表４－６のとおりである。

表４－６　ごみの最終処分場経年変化表

（令和６年度末現在）

2 2

2 2

2 3

2 3

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

（注）平成25年度までは維持管理中の最終処分場を含んでいる。

イ

図４－１　ごみの現有最終処分終了予定年度分布図

　使用中の13施設が対象。

9,251,630
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　 令和６年度末現在において、ごみの最終処分場の埋立状況は、表４－７のとおりである。また、現有施

設の埋立終了予定年度分布は、図４－１のとおりである。
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 　令和６年度末現在において、11市１町２一部事務組合がの最終処分場を設置している。その内、13施

設が埋立可能となっており、ごみの最終処分場を設置していない市町村は８市７町１村（組合が設置して

いる市町村を除く）である（pp.94-97参照）。

　 現有最終処分場の状況は、一部の市に大容量の処分場が確保されている他は、規模の小さい処分場

が多く、処分可能期間の短いものが多い。このことから、県内市町村においては、最終処分場の確保が緊

急かつ重要な課題となっている。
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表４－７　ごみの最終処分場埋立状況総括表

（注） 　１.網掛けは、当年度埋立実績のない処分場である。

　２.横浜市の南本牧第５ブロック及び川崎市の浮島廃棄物埋立処分場は、 海面処分場である。

2,006

(442)
茅 ヶ 崎 市

(231,074)
相 模 原市

堀ヶ窪
埋立処分場

(22,111)

R19.3

(0)

397

136

232,150 0

(107,529)

R2.3
(906) (0)

堤十二天
一般廃棄物
最終処分場

女坂
最終処分場

遠藤原
一般廃棄物
最終処分場

三浦市
一般廃棄物
最終処分場

48,900

(46,089)

55,892

233,000

200,000

87,838

了予定

31,569

一 部 事務

子易不燃物
処理場

(0)

(覆土量（外数）)

（ｍ
３
）

小 田 原市

(85,022)

未定
(0)

清掃センター
じん芥処理場

逗 子 市

186,000

(0)

0

R6.3

埋立実績埋立実績

了予定

埋立終埋立終

（ｍ
３
）

年 月

R36.3

一 部 事務

組 合 名

施 設 名

全 体 容 量市 町 村 ・

（残余容量）

一般廃棄物
最終処分場

(72,114)

1,156

休
0

(0)

R10.11

(覆土量（外数）)

（ｍ
３
）

第２一般廃棄物
最終処分場

湯 河 原町
真 鶴 町
衛 生 組合

(99)

(0)

448

(1,198,739)

R50.3

施 設 名

(140)

(9,896)

(13,789)

浮島廃棄物
埋立処分場
（２期地区）

(3,542)

R25.3

一般廃棄物
最終処分場

103,590

(0)

(874)

(74,772)
R15.9

70

箱 根 町
1,096

岩倉処分場

(0)

足 柄 東部
清 掃 組合

組 合 名

合 計

15施設

うち使用中のも
のは13施設

9,251,630

南 足 柄市

R9.3
(231)

R16.3

1,235,300 9,844 49,000

(1,786)

全 体 容 量

R41.3

R7.3
47,700

77,350

388

151,718

－

（ｍ
３
）

市 町 村 ・

(12,180)

伊 勢 原市

R19.3

40,000

年 月 （残余容量）

85,000

(3,947)
藤 沢 市

一般廃棄物
最終処分場

2,673,500

平 塚 市
1,018

三 浦 市

西岩堂埋立地

(0)
(5,066,522) (1,786)

横 浜 市

川 崎 市

4,000,000

(3,198,250)

南本牧
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(5,079,960)

151,7189,110,738
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(4) し尿処理施設

表４－８　し尿処理施設稼働状況総括表

（注　会嫌＝嫌気性消化、好＝好気性消化、標＝標準脱窒素、高＝高負荷脱窒素、化＝化学、膜＝膜分離

焼＝焼却、一＝一時処理後下水道放流、稼＝稼働、休＝休止

嫌＝嫌気性消化、好＝好気性消化、標＝標準脱窒素、高＝高負荷脱窒素、化＝化学、膜＝膜分離

焼＝焼却、一＝一時処理後下水道放流、他＝その他、稼＝稼働、休＝休止

相 模 原市
津 久 井 ク リ ー ン セ ン タ ー
し 尿 処 理 施 設

方式

一

稼

一 部 事務

組 合 名

公称能力
（ｋｌ／日）

市 町 村 ・

施 設 名

藤 沢 市

衛 生 プ ラ ン ト厚 木 市

好一

70 高一寒 川 町

北 部 環 境 事 業 所

69

230

施 設 名
公称能力
（ｋｌ／日）

稼働
状況

　 令和６年度末現在において、３市４町２一部事務組合が9のし尿処理施設を設置している。その内、９施
設が稼働しており、その処理能力は790kl／日である（pp.98-99参照）。

大 磯 町

箱 根 町

し 尿 処 理 施 設

美 化 セ ン タ ー

うち稼働中施設

－

高膜 合 計

－790９施設

790 ９施設環 境 セ ン タ ー
清 掃 第 ２ プ ラ ン ト

47 嫌

50

稼

48

衛 生 プ ラ ン ト

足 柄 衛 生 セ ン タ ー

稼

足 柄 上
衛 生 組合

稼働
状況

高

稼

稼

標

89

稼

稼

一

組 合 名

150 稼

稼

標

37

高座清掃
施設組合

一 部 事務

市 町 村 ・

高座クリーンセンター
水 処 理 施 設

愛 川 町

方式
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